
February. 2011 88

トピックス

February. 201199

共
同
経
営
者
の
加
入
要
件

左
記
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が
�

�
共
同
経
営
者
�
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
�

平成２３年１月から

個人事業主の共同経営者も

２人まで加入できます。

要　
　

件

①

経
営
に
携
わ
る
事
業
の
個
人
事
業

主
が
小
規
模
企
業
者
で
あ
る
こ
と

②

事
業
の
経
営
に
お
い
て
重
要
な
意

思
決
定
を
し
て
い
る
こ
と

ま
た
は
�
事
業
の
経
営
に
必
要
な

資
金
を
負
担
し
て
い
る
こ
と

③

業
務
の
執
行
に
対
す
る
報
酬
を
受

け
て
い
る
こ
と

事業主 共同経営者 事業主 共同経営者

加入できない ２人まで加入できる

（平成２２年１２月末まで） （平成２３年１月１日から）

小
規
模
企
業
共
済
制
度
�
個
人
事
業
主
�
�
�
会
社
等
�
役
員
�
方
�
事
業
�
�
�
�
�
�
�
�
退

職
�
�
�
�
�
�
場
合
�
�
生
活
�
安
定
�
事
業
�
再
建
�
図
�
�
�
�
資
金
�
�
�
�
�
�
準
備

�
�
�
�
�
�
�
�
�
経
営
者
�
退
職
金
制
度
�
�
�
�
掛
金
�
�
月
額
�
�
�
�
円
�
�
�
万
円

�
範
囲
�
自
由
�
選
�
全
額
所
得
控
除
�
�
�
�
�
�

制度改正で

さらに

魅力アップ！

※
た
だ
し
�
加
入
で
き
る
の
は
個
人
事
業

主
１
人
に
つ
き
２
人
ま
で
で
す
�

小
規
模
企
業
共
済
制
度
改
正

共
済
金
等
の
受
取
り 

共
同
経
営
者
と
し
て
加
入
さ
れ
た
方
の
共

済
事
由
は
�
左
記
の
と
お
り
で
す
�

共
同
経
営
者
の
掛
金
納
付
月
数
の

通
算 共

同
経
営
者
の
方
は
�
左
記
の
場
合
に
掛

金
納
付
月
数
の
通
算
が
で
き
ま
す
�

�
同
一
人
通
算
�

（1） 

個
人
事
業
主
の
廃
業
�
事
業
の
全
部
譲
渡

及
び
法
人
成
り
の
後
に
�
引
き
続
き
小
規

模
企
業
者
で
あ
る
個
人
事
業
主
�
共
同
経

営
者
又
は
会
社
等
の
役
員
に
な
る
場
合

（2） 

共
同
経
営
者
が
負
傷
・
疾
病
に
よ
り
退
任

し
た
後
�
再
び
小
規
模
企
業
者
で
あ
る
個

人
事
業
主
�
共
同
経
営
者
又
は
会
社
等
の

役
員
に
な
る
場
合

（3） 

個
人
事
業
主
の
配
偶
者
又
は
子
へ
の
事
業

の
全
部
譲
渡
に
伴
い
�
共
同
経
営
者
が
配

偶
者
又
は
子
へ
事
業
�
共
同
経
営
者
の
地

位
�
の
全
部
を
譲
渡
し
た
後
に
�
引
き
続

き
小
規
模
企
業
者
で
あ
る
個
人
事
業
主
�

共
同
経
営
者
又
は
会
社
等
の
役
員
に
な
る

場
合

�
承
継
通
算
�

（1） 

個
人
事
業
主
の
配
偶
者
又
は
子
に
事
業
を

全
部
譲
渡
す
る
の
に
伴
い
�
共
同
経
営
者

が
配
偶
者
又
は
子
へ
�
そ
の
地
位
を
譲
渡

す
る
場
合

（2） 

共
同
経
営
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
共
同
経

営
者
の
配
偶
者
又
は
子
が
そ
の
地
位
を
相

続
す
る
場
合

【お問合せ】
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）
共済相談室
TEL ０５０－５５４１－７１７１
URL　http://www.smrj.go.jp/kyosai/

【ご加入手続き・お問合せ】
当所　会員サービス課
TEL ０５８－２６４－２１３４

共済金 A

個
人
事
業
主
の
廃
業
に
伴
い
共
同
経

営
者
を
退
任
し
た
場
合

死
亡
・
疾
病
ま
た
は
負
傷
に
よ
り
共

同
経
営
者
を
退
任
し
た
場
合

共済金 B

老
齢
給
付
�
共
同
経
営
者
が
６５
歳
以

上
で
掛
金
納
付
月
数
が
１
８
０
�
月

以
上
�

準共済金

個
人
事
業
主
の
配
偶
者
ま
た
は
子
へ

の
事
業
の
全
部
譲
渡
に
伴
い
�
共
同

経
営
者
が
配
偶
者
ま
た
は
子
へ
事
業

の
全
部
譲
渡
を
行
�
た
�
共
同
経
営

者
の
地
位
の
譲
渡
�
場
合

個
人
事
業
主
が
法
人
成
り
し
�
共
同

経
営
者
が
そ
の
会
社
の
役
員
に
就
任

し
な
か
�
た
場
合

個
人
事
業
主
が
法
人
成
り
し
�
共
同

経
営
者
が
そ
の
会
社
の
役
員
に
就
任

し
た
が
�
そ
の
会
社
が
小
規
模
企
業

で
な
か
�
た
場
合

解約手当金

個
人
事
業
主
が
法
人
成
り
し
�
共
同

経
営
者
が
小
規
模
企
業
の
役
員
と
な

�
た
場
合

共
同
経
営
者
の
地
位
を
任
意
に
退
任

し
た
場
合

任
意
解
約
�
共
同
経
営
者
の
自
己
都

合
に
よ
る
解
除
�

１２
�
月
以
上
の
掛
金
滞
納
の
た
め
�

機
構
に
よ
る
共
済
契
約
の
解
除

共同経営者の方が個人事業主の廃業や死亡・疾病・

負傷以外の事情（留学、転職、のれん分け、独立開業等）

で退任された場合は「任意解約」扱いとなり、掛金

納付月数が１２ヶ月以上の場合、「解約手当金」が支

払われます。なお、「解約手当金」は、掛金納付月数

が２４０ヶ月（２０年）未満の場合、払い込んだ掛金

総額を下回ります。また、この場合、掛金納付月数

の通算による共済契約の継続もできません。

ご注意ください！！




